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受刑者・少年院在院者に対する就労⽀援対策について

・平成１８年から法務省と厚⽣労働省が連携して，刑務所出所者等に対する就労⽀援を実施
・矯正施設内では，出所・出院後の就業に向けて，職業的知識・技術の向上等に資する取組を実施

受刑者に対する取組 少年院在院者に対する取組

矯正施設在所中の就労⽀援の更なる充実強化を図るため，厚⽣労働省と連携した新たな取組を実施

●職業的知識・技術の向上／職業能⼒の発掘
・雇⽤情勢・協⼒雇⽤主の職種に応じた職業訓練等

●刑執⾏開始時の指導により，就労⽀援について
周知

●就労⽣活に必要な基本的スキル・マナー等の
指導
・特別改善指導として実施する就労⽀援指導等

●就労環境・体制の整備
／出所後の就業に向けた準備
・就労経験等に応じた⽣活設計の⽀援等

ハローワークとの連絡調整
→雇⽤主に対する求職受刑者の紹介等

刑務所出所者等就労⽀援奨励⾦制度(平成27年度から実
施)の円滑な実施に向けた更⽣保護官署との連携

●在院者及び保護者に対する就労⽀援内容の周知

●職業的知識・技術の向上
／⾃⽴能⼒の付与・社会性の涵養
・雇⽤ニーズに応じた職業指導の実施，職業意識・知識の付与等

●就労環境・体制の整備
／出院後の就業に向けた準備
・就労経験等に応じた⽣活設計の⽀援等

ハローワークとの連絡調整
→雇⽤主に対する求職在院者の紹介等

刑務所出所者等就労⽀援奨励⾦制度(平成27年度から実
施)の円滑な実施に向けた更⽣保護官署との連携

●刑務所出所者等を雇⽤する意思のある企業が，特定
の施設を指定して求⼈票を登録することが可能に（平
成２６年２⽉から）

ハローワーク職員の駐在

●全国５つの刑事施設において，ハローワークの相談
員が施設に駐在し，より早期から，より濃密な⽀援を
実施（平成２７年度からモデル的に実施。平成２８年
度１２施設に拡⼤。）

受刑者等専⽤求⼈

●就労及び職場定着のために必要な基本的スキル
・マナー等の指導
・社会⼈としての基礎的マナーの習得等



平成26年4月1日 平成27年4月1日 平成28年4月1日 ３２年（2020年）

１年で
８０社
増加

５年で
約１，０００社

増加

平成２６年の取組による効果
H26.6 骨太の方針
H26.12犯罪対策閣僚会議に
よる数値目標の設定

472
551

788奨励金による効果
（１年間で２３７社増加）

1500

刑務所出所者等就労
奨励金の導入

（平成２７年４月～）

就労支援の取組①～就労困難者を雇用する協力雇用主への支援の充実～

・登録数は16,000を超えている
・７割は従業員規模100人未満（経済
的負担が大きい）

・実際に雇用している数は788
（平成２８年４月１日）

協力雇用主

少年，高齢者，暴力事犯者，薬物事犯者などは，
他の保護観察対象者等と比べ，就職・職場定着が
困難 （＝就労困難者）

就労困難者を雇用する協力雇用主に
対する支援が重要

課 題



○企業ネットワーク，雇用管理等にノウハウを持つ民間団体に事業を委託すること

で，継続的かつきめ細かな支援を実施

○ 「就労支援事業所」に「就労支援員」 を配置して，保護観察対象者等の就職

活動を支援

○ 企業ネットワークを活かした協力雇用主の開拓等

保護観察等対象者
就労支援員

開拓等

協力雇用主保護観察所等

連携
就職活動支援

支援事業の
実施イメージ

○平成２８年度においては，１８か所にとどまる
○職場に定着させるための支援が必要

課 題

就労支援の取組②～更生保護就労支援事業の展開～

就労支援事業所

○施設面接等による職業適性，希望等の把握
○保護観察所，ハローワーク等と連携した
「就労支援計画書」の策定

○地域の雇用情報の収集及び提供
○面接指導・同行

○企業ネットワークを活用した協力
雇用主の開拓

○協力雇用主研修の実施

【受け皿の確保】

【就職活動の支援】

※平成29年度予算（案）において更生保護就労支援事業の実施庁を18庁から20庁に拡大するための経費が計上されている。



４６団体４４団体８１団体

入札参加資格審査における
優遇措置

入札参加資格審査又は総合評価落札方式において，協力雇用
主として登録している場合，あるいは，協力雇用主として保
護観察対象者や更生緊急保護対象者を雇用した実績がある場
合に，社会貢献活動や地域貢献活動として加点するもの。

総合評価落札方式における
優遇措置

保護観察対象者の雇用

平成２５年５月から法務省が，
平成２６年８月から厚生労働
省が保護観察対象者を雇用す
る取組を開始

平成2７年度から法務省発注
の矯正施設の工事の一部を
対象とし，刑務所出所者等
を雇用した協力雇用主に対
して，総合評価落札方式に
おける加点を開始

保護観察対象者を非常勤職
員として雇用するもの。

公共調達における受注の機会の拡大による
協力雇用主への支援の強化が必要

就労支援の取組③～国と地方公共団体による協力雇用主支援等の推進～

地
方
公
共
団
体
の
取
組

国
の
取
組

国及び地方公共団体によ
る直接雇用の推進が必要



住居の確保～更生保護施設等を活用した社会への円滑な移行～

・帰るべき場所のない者の一時的な住居

・ホームレス支援，薬物自助グループ等の別の
本来業務を持つ民間団体を国に登録

・登録数は352団体（平成28年4月1日現在）

・全国で約1,500人を保護（平成２７年度）

自立準備ホーム2

・高齢・障害者対応：７１か所に福祉スタッフを配置（Ｈ２１～）
・薬物依存者対応：２５か所に薬物スタッフを配置（Ｈ２５～）
・自立困難者対応：委託費に加算措置（Ｈ２４～）

現
状

・帰るべき場所のない者の一時的な住居

・犯罪者処遇の専門施設の位置付け

・全国に103施設（全て民間の法人が経営）

・定員は2,363人（平成28年4月1日現在）

・全国で約8,400人を保護（平成２７年度）

１ 更生保護施設

① 更生保護施設の人的体制が脆弱であるため，これ以上の受入れ拡大は極めて困難である。

② 処遇困難な者が増大し，自立のための処遇が不十分なまま退所せざるを得ない者が多い。
③ 更生保護施設を退所した後のフォローアップの仕組みがない。
④ 自立準備ホームの開拓や活用が進まない地域も多い。

課
題

施設の一部
を活用

多様な施設

専門施設

※ 平成２９年度予算（案）において，平成３０年１月から，定員２０名以上及び女子施設を対象（８割弱の施設が該当）として，補導職員の配置基準（現行は４人）に
１人増配置となる経費が計上され，その他の定員１９名以下の男子施設については，賃金職員（週５日分）の１人配置に要する経費が計上されている。また，更生
保護施設の退所者等を更生保護施設に通所させて生活相談等を行うために要する経費が一部計上されている。



平成２６年度

新たな生活環境調整

○受刑者等のアセスメント
○ 帰住候補先の提示

○観察所への指示
○観察所への指導・助言
○観察所相互間の調整

Ｂ
保護観察所

調整

調整

調整

地方更生保護委員会がコントロールタワーとなり
新たな帰住候補先を含めたトータルな調整を迅速に行うことが可能に！

帰住候補先

帰住候補先

矯正施設

受刑者等

Ａ
保護観察所

C
保護観察所

帰住候補先

面接

地方更生保護委員会

申出

法改正による生活環境調整の新たな取組

① 受刑の反復や高齢化に伴い，親族等と疎遠になったり引受人等の不安が増すなど，帰住先の確保が難しくなっている。
② 薬物依存や医療，保健，福祉サービス等の調整が必要な事案が増えている。

【今後の課題】
受刑者等への働き掛けの強化，引受人等の不安の軽減，釈放後の支援を見据えた地域の関係機関との連携強化，受皿となり得る社会

資源の幅広い確保が必要
（例）

・ 受刑者等に対する面接による医療機関，ダルク等に関する情報提供，薬物依存に関する意識付けの強化
・ 引受人会等の実施
・ 関係機関とのケア会議の積極的な実施
・ 福祉サービス等に適切につなぐ調整の充実
・ 地域での依存治療，生活支援体制のネットワークの充実強化

住居の確保～生活環境調整による「つなぎ」の強化と引受人等の不安等の軽減～

更生保護法第８２条第２～４項の新設（H28.6）

最近の主な課題

平成２６年度

従前の生活環境調整

矯正施設

受刑者等

Ａ
保護観察所

申出

帰住候補先

帰住候補先

調整

それぞれの保護観察所が個別に調整を実施

調整

申出
Ｂ

保護観察所


	資料４ 法務省資料（統合版）
	資料４ 法務省資料（統合版）
	法務省資料（表紙）
	資料４（法務省資料）



	資料４-１①【矯正局】入所から出所までの流れ（差替）
	資料４-１②【矯正局】受刑者・少年院在院者に対する就労支援対策について
	資料４-１③【保護局】就労困難者の雇用する雇用主への支援
	資料４-１④【保護局】更生保護就労支援事業の展開
	資料４-１⑤【保護局】国と地方公共団体における協力雇用主支援
	資料４-１⑥【保護局】更生保護施設等の活用
	資料４-１⑦【保護局】生活環境調整の強化等
	資料４
	省庁資料
	資料４-２③ 【警察庁】暴力団離脱者の社会復帰支援

	資料４
	資料４（厚生労働省）
	資料４-３①【厚労省】刑務所出所者等就労支援事業概要図
	資料４-３②【厚労省】刑務所出所者等就労支援事業実績の推移
	資料４-３③【厚労省】公的職業訓練概要


